
伸
び
よ
う
　
伸
ば
そ
う
　
青
少
年

　
次
代
を
担
う
子
供
・
若
者
が
、

夢
や
希
望
を
豊
か
に
育
み
、
心

身
と
も
に
健
や
か
に
成
長
す
る

こ
と
は
、
国
民
全
て
の
願
い
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
内
閣
府
は
11
月

を
全
国
「
子
供
・
若
者
育
成
支

援
強
調
月
間
」
と
位
置
付
け
、

全
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
活

動
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

◎
重
点
項
目
を
中
心
に
推
進
　

①�
子
供
・
若
者
の
社
会
的
自
立

支
援
の
促
進

②�

生
活
習
慣
の
見
直
し
と
家
庭

へ
の
支
援

③
児
童
虐
待
の
予
防
と
対
応

④�

子
供
を
犯
罪
や
有
害
環
境
な

ど
か
ら
守
る
た
め
の
取
組
み

の
推
進

⑤
子
供
の
貧
困
対
策
の
推
進

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
難

し
い
と
き

　
経
済
的
理
由
で
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

猶
予
・
免
除
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
が

あ
る
と
、
年
金
が
減
額
に
な
る

場
合
や
受
け
取
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

支
給
さ
れ
る
年
金
額

　
保
険
料
の
納
付
期
間
と
免
除

期
間
な
ど
を
合
わ
せ
て
25
年
以

上
あ
る
人
が
、
65
歳
に
な
っ
た

翌
月
分
か
ら
受
給
で
き
ま
す
。

　
40
年
間
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
、
老
齢
基
礎
年
金
は
、
年

額
78
万
100
円
で
す
。
そ
の
他
障

害
基
礎
年
金
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

とき　11月26日（土）13時30分～15時
　30分
ところ　府中市生涯学習センター
対象　小学１・２年生とその家族
講師　元小学校教諭　歌　玲子さん
持参するもの　筆記用具、タオル
申し込み方法　電話またはファクス
　で申し込んでください。
申し込み期限　11月11日（金）
申し込み・問い合わせ先

青少年育成府中市民会議（府中市
生涯学習センター内・☎・ ４１-
８９７７）

全国「子供・若者育成支援強調月間」

関連行事

親子ふれあい
年賀状づくり教室

全
国
「
子
供
・
若
者

育
成
支
援
強
調
月
間
」

◎人と人の心をつなぐ
「あいさつ・声掛け」
　まずは大人から、子供たち
に「あいさつ・声掛け」を始
めましょう。
　初めのうちは、返事が返っ
てこないかもしれませんが、
いつか、素敵な笑顔とともに、
元気な「あいさつ」が返って
くることでしょう。

問い合わせ先　 ▽備後府中年金事務所（☎４１-７４２１）

▽市役所市民課（☎４３-７１２９）　 ▽上下支所市民生活係
（☎６２-２１１４）

　国民年金は、全ての公的年金の基礎年金として、20歳以上60
歳未満の全ての人が加入します。
　国民年金しか加入したことがない人は基礎年金だけを受け取
り、会社員など他の公的年金にも加入した人は、さらに上乗せ
年金を受け取ります。
種　別 第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

対　象
自営業者、学生、
無職の人など

会社員、公務員
会社員、公務員に扶
養されている配偶者

加入届け
出先

居住する市町の国
民年金担当窓口

勤務先 扶養者の勤務先

保険料の
納付方法

納付書や口座振替
など

給与などから天引き
扶養者が加入して
いる年金制度が負担

備　考
平成28年度保険料
…月額16,260円

老齢厚生年金など
の上乗せ年金があ
ります

遺族厚生年金など
が受け取れます

国民年金について知っていますか？ご注意ください！
電子証明書の期限切れ

11月は「ねんきん」月間

　住民基本台帳カードを使用し
て、ｅ-ＴＡＸ（国税電子申告・
納税システム）などに利用でき
る電子証明書の手続きをしてい
る人で、有効期限の切れる人は、
マイナンバーカードへの変更が
必要です。
　住民基本台帳カードでの更新
手続きはできませんので、必要
な人は早めにマイナンバーカー
ドの申請をしてください。申請
から市役所でのカード受け取り
まで、２か月程度かかりますの
でご注意ください。
マイナンバーカードの申請方法

　通知カード送付時に同封した
マイナンバー（個人番号）のお
知らせにある個人番号カード交
付申請のご案内をお読みください。

問い合わせ先　市民課（☎４３-
　７１２７）または上下支所市
　民生活係（☎６２-２１１４）
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